
第
十
二
巻
　
雑
纂
　
唐
の
長
安
嚇
蜜
坊
の
大
秦
寺
の
敷
穂
に
臨
す
る
豪
健
輪
留
類
の
記
載
に
融
い
て
第
二
號
　
　
三
四
　
　
（
一
＝
二
）

唐
の
長
安
義
寧
坊
の
大
秦
寺
の
敷
地
に
要
す
る

支
那
地
回
類
の
記
載
に
就
い
て
的

　
　
　
　
三
　
（
績
）

　
然
お
に
吾
入
の
寡
聞
に
て
今
ま
で
に
探
究
し
た
る
限
に

於
て
は
、
此
の
太
李
坊
の
崇
聖
寺
の
歴
史
が
少
し
も
割
明

せ
す
、
…
從
っ
て
十
代
に
三
聖
寺
な
る
寺
號
が
い
義
鑑
マ
坊
の
大

秦
寺
の
敷
地
へ
移
さ
れ
て
此
威
が
崇
聖
ご
慨
す
る
佛
寺
ご

な
り
し
か
を
探
り
知
り
能
は
ぬ
。
併
し
『
長
安
縣
志
』
悲
二

十
四
の
金
石
志
は
串
す
ま
で
も
な
く
、
金
石
に
間
す
る
多
・

く
の
藩
鎌
に
は
金
勝
寺
の
敷
地
に
崇
徳
坊
の
崇
聖
寺
に
在

．
び
し
張
立
際
の
書
に
係
る
佛
頂
髭
勝
陀
羅
尼
経
瞳
の
逡
存

す
る
こ
ご
を
指
摘
し
て
居
る
。
例
へ
ば
『
長
安
縣
志
』
憲
二

十
四
金
石
志
に
は
崇
聖
寺
経
瞳
ご
題
し
て

　
　
天
費
七
二
五
月
乏
少
悌
行
害
。
聖
意
聖
寺
。

交
學
士
　
那
　
波

利
　
貞

　
ご
記
載
し
、
清
の
畢
玩
の
『
關
中
勝
蹟
圖
志
』
巻
七
崇
聖

寺
の
條
に
は

　
有
佛
頂
奪
勝
陀
羅
尼
糧
。
張
少
悌
書
。

　
ご
あ
う
、
こ
れ
は
こ
者
同
…
の
経
瞳
を
指
せ
る
こ
ビ
秋

毫
も
疑
を
容
れ
能
は
澱
。
郎
ち
崇
徳
坊
の
崇
聖
寺
に
建
て

ら
れ
た
る
張
小
町
行
書
の
経
瞳
が
金
勝
寺
に
遺
存
す
る
こ

ご
は
確
た
る
事
々
で
、
こ
の
こ
ご
は
郎
ち
或
る
時
代
に
太

李
坊
の
崇
聖
寺
が
、
崇
徳
坊
の
崇
聖
寺
よ
り
寺
號
襲
名
ご

共
に
引
き
瞬
ぎ
居
た
る
什
物
古
碑
瞳
な
ざ
を
随
へ
て
更
に

義
盗
坊
の
大
秦
寺
の
奮
敷
地
へ
移
送
し
た
こ
ご
を
物
語
る

確
實
な
る
短
身
で
あ
る
ご
思
は
れ
る
。
斯
の
如
き
類
例
は

我
國
に
も
嘗
て
實
在
す
る
こ
ご
で
、
彼
の
養
老
露
轟
の
合



寺
奨
働
の
場
合
に
も
数
箇
寺
の
財
物
を
合
併
し
て
寺
家
の

綴起業無謬北＆観安，長代：虐

、
呂
）

引
　
函

臓
鯵

　　

@　
@　
@　
@　
@　
@　

@
躍
國
薩

　
　
　
　
　
七
三
　
　
　
塗
詣
　
　
　
延
平
門

基
礎
を
石
面
な
ら
し
む
る
方
針
が
こ
ら
れ
て
居
る
。
細
れ

　
　
第
十
二
巻
　
雑
纂
」
唐
の
長
安
覇
寧
坊
の
大
秦
寺
の
瀟
瀟
に
質
す
る
支
那
地
監
獄
の
帯
心
に
就
い
て

ば
此
の
張
少
童
の
筆
に
係
る
経
憧
の
傳
來
の
径
路
ぽ

蓋
し
崇
徳
坊
に
創
建
せ
ら
れ
た
崇
聖
寺
が
會
昌
五
年

に
壌
せ
あ
れ
て
後
に
、
崇
聖
の
寺
門
を
襲
名
せ
し
太
．

李
坊
の
温
國
寺
の
敷
地
へ
琴
鳥
せ
ら
れ
、
更
に
或
る

時
代
に
太
孕
坊
の
崇
黎
寺
が
義
寧
坊
の
大
秦
寺
の
奮

敷
地
へ
移
り
し
時
に
更
に
移
建
せ
ら
れ
た
る
も
の
で

あ
ら
う
ご
思
ふ
。
彼
此
の
事
情
を
合
せ
考
ふ
る
時
は
、

義
馬
手
の
古
の
大
秦
寺
の
敷
地
は
中
る
時
代
以
後
確

に
佛
寺
ビ
せ
ら
れ
、
し
か
も
由
緒
深
き
崇
徳
坊
の
崇

重
寺
の
手
妻
を
太
季
寄
の
温
國
寺
が
襲
名
保
存
し
た

る
ご
同
機
に
、
更
に
太
季
坊
の
三
聖
寺
の
寺
號
を
義

寧
坊
の
此
の
地
に
て
襲
名
保
存
し
て
以
て
三
元
時
代

を
経
過
し
、
そ
の
二
大
に
荒
縛
し
て
見
る
影
も
な
く

な
り
し
を
、
明
の
五
宗
の
天
瀬
八
下
平
四
に
至
り
．

て
其
の
逡
蛙
が
修
治
せ
ら
れ
、
自
玉
佛
像
、
鐘
、
磐
、

碑
刻
の
出
土
獲
見
も
あ
り
て
今
更
な
が
ら
由
緒
あ
る

古
名
刹
を
荒
玉
の
儘
放
置
す
る
に
怨
ぴ
す
、
新
に
佛

　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
蟹
玉
　
　
（
二
…
三
）
　
’



　
　
第
＋
二
巻
雑
纂

殿
を
造
言
し
、
憲
宗
の
成
化
＋
三
年
纂
㌔
に
エ
を
畢
う

し
爲
、
改
め
て
崇
仁
寺
ご
稻
せ
ら
る
る
様
に
な
り
た
る
も

の
か
ご
考
へ
ら
れ
る
。
唯
吾
人
研
究
者
こ
し
て
遺
憾
に
堪

へ
ざ
る
は
、
聖
代
の
大
秦
寺
の
奮
敷
地
が
太
李
坊
の
唐
の

崇
聖
寺
の
寺
號
を
襲
名
し
た
る
年
次
を
明
確
に
爲
し
得
ざ

ち
こ
ビ
で
あ
る
が
、
史
料
の
歓
乏
せ
る
今
日
こ
て
容
易
に

之
を
解
決
す
る
好
記
載
を
登
溶
し
得
な
い
で
居
る
。

　
然
れ
ば
少
く
こ
も
明
の
成
化
十
三
年
に
崇
仁
寺
ご
改
欝

せ
ら
る
る
前
に
、
義
寧
坊
の
此
の
敷
地
に
崇
聖
寺
と
辮
せ

し
佛
寺
の
存
在
せ
し
こ
ご
だ
け
は
確
た
る
陰
陽
な
り
ε
考

へ
得
れ
ば
、
決
し
て
陶
懸
命
の
謂
ふ
が
如
き
説
聡
で
は
な

く
、
堂
々
ご
し
て
唐
代
の
崇
聖
寺
の
寺
號
が
此
庭
に
襲
名

保
存
せ
ら
れ
以
て
明
の
天
順
成
化
の
頃
ま
で
及
び
た
る
も

の
で
あ
る
ご
患
ふ
。
但
し
成
化
十
三
年
よ
り
以
前
銑
往
誌

代
ま
で
地
熱
寺
の
寺
號
を
以
て
知
ら
れ
た
る
か
は
蒔
代
的

に
遡
り
知
り
得
ら
れ
な
い
。
何
れ
に
し
て
も
太
李
坊
の
唐

の
禦
聖
寺
の
壌
止
せ
ら
れ
遼
る
時
は
も
．
飴
ま
め
て
以
て
明

転
の
長
妥
懸
戴
撃
坊
の
大
愚
｝
寺
の
敷
塊
に
…
翻
す
ろ
支
㎜
㈱
塊
志
煽
廻
の
寵
戴
…
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
第
一
二
魏
　
　
　
三
山
ハ
　
　
（
二
一
四
）

の
成
化
十
二
年
ま
で
及
ん
だ
筈
で
あ
る
ご
思
は
れ
る
。
然

れ
ば
清
の
二
幅
の
乾
隆
四
十
年
礪
珊
恥
七
に
畢
玩
が
之
を
重

修
し
崇
聖
寺
ご
着
せ
し
は
明
の
成
化
十
二
年
以
前
の
由
緒

深
き
奮
寺
號
を
復
し
た
る
課
で
あ
る
か
ら
崇
聖
寺
な
る
寺

號
の
聖
書
学
統
の
黙
の
み
よ
り
謂
へ
ば
、
そ
の
間
そ
の
敷

地
の
位
置
に
麺
遷
有
り
し
ご
は
錐
も
、
唐
の
儀
鳳
二
年
以

來
の
該
寺
號
は
大
罪
蓮
綿
ご
し
て
清
朝
時
代
ま
で
も
長
安

縣
内
に
傳
統
保
存
せ
ち
れ
た
る
離
で
、
唯
成
化
十
三
年
よ

り
乾
隆
四
十
年
ま
で
約
コ
百
九
十
八
年
三
崇
仁
寺
ご
繕
せ

ら
れ
た
る
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
け
て
も
そ
の
重
修
者

た
る
畢
涜
が
『
關
中
幅
贈
主
志
』
悲
七
に
て
此
の
崇
聖
寺
の

洛
革
を
叙
す
る
に
重
り
、
唐
の
崇
尊
墨
の
崇
聖
寺
な
る
寺

號
の
襲
名
露
悪
の
吏
實
ご
、
そ
の
敷
地
の
地
理
的
攣
遷
愛

實
ご
を
混
濡
す
る
記
載
を
濡
し
、
蕾
に
唐
の
崇
徳
坊
の
崇

聖
寺
の
こ
ご
を
冠
ら
せ
記
す
の
み
な
ら
す
更
に
そ
の
前
身
、

た
る
階
代
の
温
度
寺
の
こ
ご
ま
で
も
漫
然
ご
包
括
し
て

　
階
崇
聖
寺
。
在
長
安
縣
城
西
五
里
。



　
ご
記
載
し
レ
金
勝
寺
の
敷
地
を
し
て
唐
臼
の
崇
聖
寺
の

蕾
敷
地
た
る
か
の
如
く
誤
認
せ
し
む
る
記
載
を
爲
せ
る
は

赴
撰
も
甚
だ
し
い
ご
謂
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
Q
畢
涜
を
し

て
謂
は
し
む
れ
ば
、
或
は
唐
以
來
由
緒
あ
る
崇
聖
寺
な
る

寺
號
の
襲
名
傳
統
を
重
覗
し
た
る
も
の
で
、
そ
の
敷
地
の

鍵
遷
移
動
は
問
ふ
所
に
あ
ら
す
ご
謂
ふ
か
も
知
れ
な
い
が

豊
隆
四
十
年
以
後
崇
聖
寺
の
古
寺
號
に
復
し
た
る
此
の
俗

総
金
勝
寺
の
洛
革
を
述
ぶ
る
記
載
こ
し
て
は
、
之
で
は
非

學
術
的
で
あ
る
。
戯
画
は
該
地
域
の
景
敷
碑
を
知
り
居
り

し
筈
な
れ
ば
、
彼
が
題
額
せ
し
此
の
寺
の
記
載
ご
し
て
は

少
く
こ
も
崇
聖
寺
な
る
興
業
の
唐
以
遠
の
聖
母
傳
統
ご
此

の
金
勝
寺
の
敷
地
そ
の
も
の
の
沼
革
ご
を
魑
別
し
て
説
明

し
、
前
者
に
於
て
は
鄙
説
の
如
き
崇
聖
寺
の
地
理
的
心
髄

の
時
代
的
憂
遷
の
歴
史
地
理
的
記
載
を
製
し
、
後
者
に
鞭

て
は
唐
代
の
大
秦
寺
よ
り
海
瀬
寺
崇
仁
寺
乾
隆
四
十
年
後

の
猛
煙
寺
の
寺
號
復
古
に
至
る
洛
革
を
年
代
的
に
記
述
せ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
此
の
黙
に
於
て
は
濁
り
『
關
沖
勝
蹟

　
　
第
十
二
巷
雑
纂

麿
の
長
安
題
画
坊
の
大
秦
毒
の
敷
塊
に
証
す
ろ
支
那
馳
憲
類
の
雛
載
に
就
い
て

職
親
』
の
み
な
ら
す
『
給
桑
陳
述
通
志
』
『
長
安
縣
志
』
『
颪

撃
発
志
』
な
ご
の
農
地
志
類
の
記
載
も
亦
比
々
そ
の
蓮
り

で
、
何
れ
も
非
早
撃
的
な
り
ご
謂
ふ
殿
を
免
が
れ
能
は
な

い
ご
思
ふ
。

　
　
　
　
四

　
第
三
に
不
可
解
な
る
は
斜
地
置
網
が
符
飾
を
合
し
た
る
．

如
く
＝
齊
に
明
代
の
崇
仁
寺
、
乾
隆
四
十
年
後
の
復
古
崇

聖
寺
の
敷
地
が
、
唐
国
に
大
秦
寺
た
り
し
こ
ご
を
朋
々
に

記
載
せ
ざ
る
こ
ご
で
あ
る
。
何
れ
の
記
載
も
唐
の
崇
徳
坊

の
髄
鞘
寺
の
こ
峯
述
べ
て
直
に
明
の
脚
立
八
薙
囎
㌔

の
修
治
に
及
び
、
宋
元
時
代
の
こ
ご
は
秋
毫
も
記
さ
す
、

矧
ん
や
磐
代
大
秦
寺
た
り
し
こ
ご
に
明
確
に
説
及
せ
る
も

の
は
無
い
。
『
勅
童
話
西
通
志
』
ご
『
西
安
府
下
』
さ
は
景
敏

碑
遺
存
の
こ
ご
す
ら
記
さ
す
、
『
大
鑑
一
統
志
』
『
關
中
勝

蹟
圖
志
』
『
長
安
懸
志
』
は
景
華
華
子
笹
の
こ
ご
は
記
せ
る

も
積
極
的
に
金
勝
寺
が
唐
の
大
秦
寺
の
量
地
な
る
こ
ご
は

謂
っ
て
居
ら
ぬ
Q
之
に
は
何
か
原
因
が
な
け
れ
ば
な
ら
組

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
三
七
　
　
（
二
一
五
）



　
　
第
十
二
巷
　
維
纂

筈
で
あ
る
ご
思
ふ
。
知
悉
し
て
居
っ
て
も
故
意
に
記
載
せ

ざ
り
し
鰍
。
或
は
全
然
知
ら
ざ
り
し
爲
鰍
。
或
は
景
激
碑

が
、
矛
ス
ト
ル
敷
の
風
な
る
こ
ざ
を
知
ら
す
し
で
支
那
普
通

の
佛
旧
記
の
碑
ご
で
も
思
ひ
居
り
し
爲
な
る
歎
。

　
大
秦
景
敏
流
行
申
國
碑
の
出
土
曇
見
年
次
は
學
者
の
知

悉
す
る
蓮
り
、
雨
蛙
ー
3
一
（
ω
窪
お
α
o
魯
徳
照
）
の
『
支
那
全

史
』
（
震
。
。
8
冨
q
三
く
。
誘
Φ
嵩
・
号
犀
Ω
膏
。
）
第
二
百
二
十

七
頁
以
下
の
所
記
の
如
く
明
の
天
啓
五
年
』
瀟
無
六
説
も
あ

れ
ば
、
ヂ
ア
ズ
（
影
五
霞
督
三
9
U
㌶
N
陽
百
計
）
の
『
唐
景
激

碑
山
鼠
詮
』
の
説
の
如
く
天
啓
三
年
藪
講
無
六
識
も
あ
り
、

又
古
く
は
墨
壷
聴
聞
肇
バ
臨
総
読
も
慕
靖
年
間
噸
麗

始把

�
ｿ
臆
説
も
あ
る
が
、
如
何
に
登
見
時
代
を
下
降
せ
し

め
て
も
明
細
に
は
既
に
此
の
碑
が
金
勝
寺
の
境
内
か
ら
出

土
必
見
せ
ら
れ
た
こ
ご
は
知
ら
れ
て
居
り
、
又
此
の
碑
が

耶
蘇
敏
關
係
の
も
の
た
る
こ
ご
も
知
ら
れ
て
居
っ
た
筈
で

あ
る
か
ら
、
清
朝
に
入
っ
て
の
亡
婦
な
る
前
掲
の
諸
早
霜

類
に
て
は
、
此
の
碑
の
遺
存
の
こ
ご
か
ち
し
て
、
當
然
金

唐
の
長
安
義
脚
坊
の
大
秦
毒
の
敷
地
に
關
す
る
支
那
地
志
瀬
の
雛
践
に
就
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
三
八
　
　
（
二
一
六
）

勝
寺
の
敷
地
が
唐
の
大
秦
寺
の
田
地
な
る
こ
ご
ぐ
ら
い
は

説
及
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
ご
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
景

澱
碑
遺
存
の
こ
ご
を
述
べ
て
も
、
大
秦
寺
の
戦
地
な
る
こ

ご
に
は
説
及
し
て
居
ら
漁
。

　
宋
元
時
代
の
諸
記
載
に
景
駿
碑
の
こ
ε
の
見
え
ざ
る
楓

恐
く
は
會
呂
五
年
に
大
秦
寺
の
屡
せ
ら
れ
た
る
時
、
當
時

の
大
秦
寺
の
僑
侶
が
之
を
愛
惜
し
て
故
意
に
土
中
に
埋
没

隠
匿
し
て
以
て
明
細
に
ま
で
及
び
た
る
爲
な
ら
む
ご
考
へ

得
れ
ば
、
猶
ほ
説
明
が
附
し
得
ら
れ
る
が
、
既
に
景
澱
碑

が
褒
見
せ
ら
れ
而
も
之
が
唐
め
徳
宗
の
座
中
二
年
に
義
寧

坊
の
大
秦
寺
に
建
立
せ
ら
れ
た
耶
蘇
澱
醐
係
の
碑
な
る
こ

ご
の
分
明
ε
な
り
し
朋
末
以
家
の
支
那
地
志
類
に
、
此
の

碑
こ
そ
の
夢
見
壌
土
地
こ
の
歴
史
的
關
係
に
就
き
て
積
極

的
に
言
及
し
居
ら
ざ
る
は
、
吾
人
に
は
甚
だ
奇
異
に
威
ぜ

ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

明
豊
清
初
に
一
度
隆
盛
な
り
し
支
那
に
於
け
る
耶
蘇
激

鳳
、
所
謂
典
禮
懇
を
以
て
康
醤
＋
姫
蒲
馨
七
六
月



の
ッ
ル
ノ
ン
（
日
9
慈
9
M
多
羅
〉
の
最
後
の
謁
見
頃
よ
b
康

煕
帝
の
蓮
讐
燭
れ
初
め
、
途
に
雍
正
元
亀
誰
七
＋
二

月
に
至
り
漸
闘
総
督
豊
羅
満
保
の
上
奏
あ
り
て
耶
蘇
澱
嚴

禁
令
の
獲
布
に
遭
ひ
、
愚
輩
に
精
遣
し
て
技
能
あ
る
者
を

除
く
以
外
の
墨
壷
輩
は
悉
く
漢
門
に
放
逐
せ
ら
る
る
運
命

に
立
ち
至
っ
た
こ
ビ
は
『
東
華
録
』
雍
正
元
年
十
二
月
の
條

の
記
事
に
微
し
て
も
明
確
な
る
史
實
で
あ
る
。
清
の
梁
血
書

の
『
浪
蹟
叢
灘
』
十
五
、
天
主
激
の
條
に
は
湖
北
省
黄
岡
の

呉
徳
芝
の
天
主
教
早
事
を
引
き
て
費
羅
満
保
の
上
奏
を
雍

正
二
年
の
こ
ご
ご
し
て
あ
る
が
、
之
は
『
來
華
録
』
に
計
り

て
元
年
十
二
月
が
正
し
《
、
激
士
放
逐
の
實
行
が
翌
二
年

に
入
り
て
實
現
せ
ら
れ
た
る
も
の
ご
解
食
す
べ
き
で
あ
る

ε
思
は
れ
る
。
こ
れ
よ
り
以
後
威
豊
九
年
鵜
駄
ま
で
學

問
技
術
を
以
て
出
仕
す
る
外
人
貫
属
師
は
格
別
こ
し
て
、

又
實
際
如
何
ほ
ざ
ま
で
此
の
耶
蘇
厳
嚴
禁
令
が
嚴
密
に
實

脅
せ
ら
れ
た
る
か
は
疑
は
し
い
の
で
あ
る
が
、
兎
に
角
公
的

に
は
藪
禁
令
が
存
し
て
耶
蘇
激
は
嚴
禁
せ
ら
れ
た
の
で
あ

　
　
策
十
二
巷
難
纂

唐
の
長
安
義
寧
坊
の
大
秦
寺
の
敷
馳
に
驕
す
る
支
那
地
憲
瀬
の
寵
載
に
就
い
て

る
。

　
右
の
事
情
を
考
慮
に
容
れ
て
、
吾
人
が
姦
に
指
摘
す
る

所
の
諸
地
志
類
の
編
纂
年
代
を
考
ふ
る
に
、
『
勅
修
映
西
蓮

志
』
は
嚢
に
康
煕
年
間
に
賢
漢
復
の
著
は
し
た
る
『
陳
西

通
志
』
を
更
に
雍
正
七
年
に
詔
を
以
て
改
修
せ
し
め
た
も

の
で
沈
青
藍
が
主
ビ
し
て
そ
の
編
纂
改
修
を
総
監
し
た
書

で
あ
り
、
『
大
軍
一
統
志
』
は
乾
隆
二
十
九
年
に
成
就
し
ゐ

『
關
蟻
蜂
蹟
圖
志
』
は
乾
隆
四
十
一
年
に
成
り
、
『
西
安
府

志
』
は
乾
隆
已
亥
即
ち
四
十
四
年
に
成
り
、
『
長
安
縣
志
』

は
嘉
慶
年
間
の
編
纂
に
係
る
の
で
あ
る
。

　
而
し
て
『
勅
修
映
西
蓮
志
㎞
ご
『
西
安
府
志
』
ご
に
は
景
敏

碑
の
こ
ご
も
金
勝
寺
が
唐
の
大
秦
寺
の
僖
敷
地
な
る
こ
ご

も
爾
つ
な
が
ら
記
さ
す
、
『
大
清
一
統
志
』
は
金
勝
寺
の
條

に
そ
の
境
内
に
景
毅
碑
あ
る
こ
ご
を
記
せ
る
も
、
そ
の
大

秦
寺
の
僖
敷
地
に
該
思
す
る
こ
ご
を
記
さ
す
、
『
關
中
勝
蹟

圖
志
』
は
崇
黎
寺
の
條
の
記
載
の
末
に
景
激
特
交
を
掲
載

せ
る
も
、
然
も
積
極
的
に
大
秦
寺
の
盤
敷
地
問
題
に
は
一

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
三
九
　
　
（
一
二
七
）



　
　
第
十
ご
春
難
纂

言
も
説
及
せ
す
、
唯
『
長
安
懸
志
』
の
み
が
怒
二
牽
四
、
金

石
志
の
條
に
景
激
碑
を
暴
げ
て

　
大
秦
景
敏
流
行
中
國
碑

　
　
建
中
二
年
正
月
偲
雪
鬼
撲
。
呂
秀
巌
正
書
。
有
題
額
。
碑
末

　
、
及
下
方
刻
梵
書
。
在
崇
聖
寺
。

・
ご
講
ふ
ご
共
に
憲
二
十
二
、
寺
槻
志
の
憲
頭
に
於
て

　
案
長
安
志
。
皇
城
西
第
三
街
從
北
第
三
義
寧
耳
垂
期
胡
寺
。
太

　
忌
ホ
爲
大
転
落
胡
面
立
。
其
時
正
郷
唐
城
西
垣
。
直
今
城
西
五
里

　
今
大
秦
景
教
碑
在
崇
聖
寺
中
。
疑
邸
古
波
即
智
寺
也
。

　
ご
謂
ふ
案
文
を
掲
載
し
て
居
る
。
此
等
の
諸
記
載
の
現

象
を
前
述
す
る
所
の
耶
蘇
教
翼
廊
倉
の
包
泣
ご
考
へ
合
は

す
時
は
蓋
し
次
の
如
く
解
魅
す
べ
き
も
の
で
は
な
か
ら
う

か
ご
考
へ
る
。

　
〔
耶
蘇
毅
澱
禁
A
p
が
如
何
ほ
ご
ま
で
實
行
せ
ら
れ
た
る
か

は
疑
ふ
べ
し
ご
し
て
も
、
兎
に
角
筋
正
元
年
十
ご
月
よ
り

は
公
的
に
は
搬
こ
し
て
嚴
禁
命
が
豊
平
せ
ら
れ
て
居
る
の

で
あ
る
か
ら
．
　
」
個
λ
の
私
撰
の
書
籍
な
ら
ば
い
ざ
知
ら

獅
の
長
安
蕪
撃
坊
の
大
秦
寺
㊧
敷
魎
に
㈱
で
る
支
螂
鶴
岡
類
の
笹
蟹
に
塞
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
四
〇
　
　
・
（
二
一
λ
）

す
、
・
弾
句
く
《
も
融
巌
趣
ホ
A
p
慶
布
後
あ
き
争
り
轟
埋
墓
↑
を
纒
㍗
過
せ
メ
ご
る

雍
正
七
年
に
詔
を
懐
し
て
改
修
せ
し
め
腕
る
『
勅
修
陳
西

蓮
志
』
な
る
官
撰
書
に
激
て
は
、
耶
蘇
激
に
回
す
る
記
載

を
歯
す
こ
ご
を
故
意
に
忌
避
し
た
こ
ご
は
な
か
ら
う
歎
。

本
書
に
景
敷
碑
の
こ
ご
も
大
秦
寺
の
こ
ご
も
三
つ
な
が
ら

全
然
説
載
し
て
な
い
の
は
或
は
此
の
事
情
に
基
け
る
も
の

で
は
な
い
か
ご
考
へ
さ
せ
ら
れ
る
。
「

　
然
る
に
乾
隆
時
代
に
入
る
に
及
び
學
問
技
術
を
以
て
清

國
宮
廷
に
出
仕
す
る
外
人
憶
想
師
が
多
く
、
彼
の
俳
太
利

入
郎
世
寧
（
O
・
・
［
哩
9
・
・
）
チ
エ
ヅ
ゴ
・
メ
・
バ
キ
ア
人
芙
啓

蒙
（
H
σ
q
鎚
8
も
。
冥
・
冒
捧
）
の
如
き
は
絡
書
の
技
を
以
で
如

意
館
に
出
仕
し
、
乾
隆
帝
ご
里
心
の
誼
を
結
ん
だ
。
今
北

京
阜
成
門
外
の
郡
欄
児
の
耶
蘇
脅
墓
地
の
隠
州
の
西
壁
に

嵌
入
保
存
せ
ら
れ
あ
る
芙
啓
蒙
の
墓
碑
文
に
も

　
司
鐸
父
公
…
…
…
園
其
精
於
総
法
。
．
於
乾
隆
十
三
年
。
奉
旨
進

　
京
。
在
如
意
館
。
磁
力
多
年
。
繰
合
上
意
．
営
営
屡
頒
特
寵
。

　
　
（
既
の
碑
丈
は
余
の
實
見
手
議
し
去
る
も
の
に
擦
ろ
）



　
ご
見
ゆ
る
。
然
れ
ば
耶
蘇
数
等
激
嚴
岩
倉
は
雍
正
元
年

十
二
月
の
褒
布
以
來
決
し
て
解
禁
せ
ら
れ
た
繹
で
も
な
い

が
、
雍
正
元
年
の
登
倉
後
約
四
十
年
問
も
纏
過
し
た
る
乾

隆
三
十
年
頃
に
於
て
は
嚴
禁
倉
の
法
の
威
饅
も
漸
く
失
墜

せ
ら
れ
、
そ
の
ト
、
學
問
技
術
を
以
て
宮
廷
に
冬
芽
す
る
外

入
宣
敢
師
が
帝
寵
を
得
た
る
爲
、
彼
此
の
事
情
よ
り
耶
蘇

敷
に
醤
す
る
支
那
朝
野
｝
般
の
考
が
徐
程
寛
大
ご
な
り
し

も
の
か
ご
考
へ
得
る
。
現
に
『
大
清
情
義
ハ
事
例
』
憲
三
百
九

十
所
載
の
乾
湿
二
年
の
野
塩
に
も

　
回
凹
々
天
主
等
教
。
寺
家
功
令
。
原
・
秘
語
概
行
禁
絶
。

　
な
る
文
句
見
え
て
、
雍
正
元
年
十
二
月
の
禁
命
ご
聯
か

撮
着
す
る
が
如
く
見
ゆ
る
こ
ご
す
ら
あ
り
、
以
ヂ
、
乾
隆
年

闇
に
於
け
る
朝
野
の
耶
蘇
激
に
謝
す
る
態
度
の
如
何
な
る

も
の
な
り
し
か
を
察
知
し
得
る
ご
思
ふ
。
乾
隆
二
十
九
年

に
成
り
し
『
大
金
一
統
志
』
や
同
四
十
↓
年
に
成
り
し
『
繭

中
男
爵
圖
志
』
に
景
教
碑
の
み
の
著
録
が
簡
軍
に
爲
さ
れ

あ
る
は
斯
か
る
事
序
に
基
き
て
輩
に
金
石
の
見
地
よ
り
敢

　
　
第
十
二
巻
雑
纂

唐
の
長
安
義
寧
坊
の
弾
奏
寺
の
敷
触
に
翻
す
る
支
那
地
階
類
の
寵
愛
に
就
い
て

て
之
を
忌
避
せ
ざ
り
し
が
爲
で
は
あ
る
ま
い
か
ご
考
へ
ら

れ
る
。
贈
号
隆
四
十
四
年
に
成
り
し
『
西
安
府
志
』
に
碑
の

こ
ご
も
大
秦
寺
の
こ
ご
も
記
載
し
て
な
い
の
は
一
見
不
可

思
議
で
あ
る
が
、
之
は
恐
ら
く
は
『
勅
修
印
西
通
志
』
に
基

き
て
省
略
し
て
編
纂
せ
ら
れ
た
る
が
爲
で
は
な
か
ら
う

か
。　

乾
隆
を
過
ぎ
嘉
慶
年
間
に
入
る
や
、
法
嗣
元
年
十
二
月

の
澱
潔
斎
の
威
力
は
愈
々
失
は
れ
、
之
に
饗
す
る
支
那
朝

野
の
忌
潭
の
心
は
全
く
弛
緩
し
た
る
に
相
蓮
な
い
が
、
嘉

慶
年
間
の
耶
蘇
敏
の
實
況
よ
り
之
を
禁
止
す
る
必
要
を
唱

ふ
る
盤
は
大
に
起
り
し
も
の
に
し
て
、
乃
ち
嘉
慶
十
六
年

五
月
及
び
同
十
八
年
五
月
、
同
二
十
年
五
月
の
三
度
の
上

論
を
以
て
耶
蘇
教
布
藪
禁
止
倉
が
獲
濁
せ
ら
れ
た
。
嘉
慶

十
六
年
五
月
二
十
九
日
の
上
諭
に
て
は
天
文
係
以
外
の
外

患
宣
駿
師
に
都
べ
て
蹄
國
を
命
じ
て
居
る
。
こ
れ
は
亦
雍

正
元
年
十
二
月
の
三
思
が
乾
隆
嘉
慶
の
頃
に
事
實
王
法
令

の
威
力
を
失
墜
し
て
居
っ
旋
こ
ご
を
讃
冠
す
る
も
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
四
一
　
（
二
一
九
）



　
　
第
＋
二
巻
雑
纂

単
糸
元
年
の
禁
倉
が
威
力
あ
れ
ば
嘉
慶
十
六
年
の
澱
禁
の

上
諭
の
並
製
は
必
要
な
い
謬
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
乾
隆
末
よ
り
嘉
慶
の
初
ま
で
の
此
の
事
情
を
考
慮
に
入

れ
て
『
長
安
縣
志
』
を
考
へ
む
に
、
本
書
の
著
作
に
關
し
て

は
そ
の
審
首
志
例
の
最
後
に

　
長
安
下
命
謡
講
一
百
華
年
。
文
献
散
失
。
今
所
纂
録
以
嘉
慶
十

　
七
年
爲
止
。
琿
力
蒐
討
。
終
多
瞭
漏
。
撃
破
哲
加
正
焉
。

ご
あ
れ
ば
、
嘉
慶
＋
七
年
以
後
に
成
就
せ
し
こ
ご
疑
を
容

れ
能
は
な
い
が
、
何
年
よ
）
そ
の
編
纂
事
務
を
開
始
せ
し

か
は
明
記
し
て
な
い
○
而
も
そ
の
論
纂
、
編
韓
、
三
訂
、

探
訪
の
各
員
の
履
歴
を
見
る
に
、
総
纂
の
張
聰
賢
、
褒
訂

の
王
森
交
の
二
人
は
共
に
嘉
慶
二
宮
即
ち
十
年
の
遜
士
及

第
者
で
あ
ウ
、
探
訪
の
張
蓮
燕
は
嘉
慶
巳
未
即
ち
四
年
の

進
士
、
同
じ
く
劉
兆
奎
は
嘉
慶
甲
子
師
ち
九
年
の
墨
人
、

同
じ
く
李
癒
震
は
嘉
慶
丁
卯
撃
ち
十
二
年
の
塞
人
、
総
稜

の
嚢
希
護
は
嘉
慶
庚
午
即
ち
十
五
年
の
詠
人
で
、
他
は
採

訪
の
柏
守
貞
を
除
く
の
外
、
何
れ
も
露
髄
末
年
の
畢
λ
輩

唐
の
長
蛍
鵡
麟
坊
の
大
泰
訴
の
敷
地
に
驕
す
る
支
郷
瓶
志
簸
の
詑
載
に
蕊
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
四
二
　
　
（
ニ
ニ
0
）

で
あ
る
。
即
ち
総
纂
以
下
大
多
数
は
嘉
慶
十
六
年
の
耶
蘇

激
禁
剃
の
上
諭
婁
布
以
前
の
及
第
者
で
、
雍
正
元
年
十
二

月
の
数
禁
倉
の
威
力
全
く
失
墜
し
．
乾
臨
二
年
の
上
論
に

所
謂
「
原
未
帯
留
行
禁
絶
」
ご
謂
ふ
時
代
精
血
の
雰
園
氣
中

に
入
ε
な
り
し
輩
で
あ
る
。
唯
｝
人
採
訪
の
柏
守
貞
の
み

は
嘉
慶
辛
未
配
ち
十
六
年
、
駿
禁
の
上
諭
登
布
の
年
の
進

士
で
は
あ
る
が
、
此
の
者
は
年
輩
よ
り
謂
っ
て
も
最
溺
輩

で
、
総
纂
以
下
総
校
ま
で
の
十
六
人
の
申
に
て
最
も
遽
く

死
の
編
纂
に
墾
興
し
た
る
者
な
れ
ば
、
編
纂
の
方
針
や
章

程
の
議
決
等
は
主
ご
し
て
先
輩
な
る
他
の
十
五
入
に
て
決

せ
ら
れ
、
就
中
総
点
の
張
庭
藤
は
之
を
主
宰
し
た
る
も
の
・

に
相
違
な
い
。
然
れ
ば
本
書
の
編
…
纂
方
針
は
、
士
志
こ
し
て

耶
蘇
激
に
籍
す
る
支
那
朝
野
の
考
の
弛
緩
し
た
る
乾
隆
末

期
よ
り
嘉
慶
の
初
期
ま
で
の
聞
に
入
ご
な
り
し
鷲
共
に
て

左
右
せ
ら
れ
た
る
諜
で
、
編
纂
事
務
の
進
行
中
な
る
嘉
慶

十
六
年
に
改
め
て
耶
蘇
澱
禁
止
の
上
諭
の
宣
布
は
あ
り
て

も
、
此
等
編
纂
員
の
執
筆
の
方
針
に
は
甚
だ
し
き
影
響
を



及
ぼ
さ
ざ
り
し
も
の
か
ご
食
せ
ら
れ
る
。
矧
ん
や
嘉
慶
十

六
年
に
は
幾
分
脱
稿
せ
し
章
句
も
存
せ
し
も
の
こ
推
定
し

得
る
を
や
で
あ
る
。
乃
ち
『
長
安
恰
幅
』
1
1
』
於
て
は
景
駿
碑

を
そ
の
金
石
志
に
金
石
の
見
地
よ
り
著
録
す
る
の
み
な
ら

す
、
更
に
一
歩
を
…
進
め
て
そ
の
寺
魏
志
巻
首
の
案
文
の
通

り
、
景
敷
碑
の
出
土
登
見
地
が
唐
代
の
波
斯
寺
師
ち
大
秦

寺
の
窩
敷
地
に
該
塗
せ
む
て
ふ
こ
ご
を
も
指
摘
し
て
、
積

極
的
に
景
殺
碑
こ
そ
の
登
見
地
金
勝
寺
の
敷
地
ご
の
歴
史

地
理
的
關
係
に
ま
で
も
論
及
す
る
記
載
を
踏
む
る
に
至
り

し
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
ご
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
五
年
十
「
月
二
十
九
日
稿
了
）

明
治
初
年
の
國
膿
擁

護
響
動
㈲

文
學
士
藤
井
甚
太
郎

　
　
　
　
三
　
大
村
盤
次
郎
の
遭
難

　
明
治
二
年
九
月
四
日
兵
部
大
輔
大
村
盆
次
郎
（
永
敏
）
は

京
都
三
條
木
屋
町
の
輔
導
に
於
て
志
士
の
爲
に
傷
ら
れ
、

此
が
病
因
こ
な
っ
て
十
一
月
五
日
途
に
大
阪
病
院
に
於
て

死
去
し
た
が
、
そ
の
所
謂
志
士
ご
云
ふ
の
は
、
元
山
口
藩

兇
玉
若
単
離
來
團
伸
次
郎
（
二
十
二
歳
）
、
元
山
口
藩
毛
利

　
　
　
第
十
二
谷
　
　
維
　
纂
　
　
明
殆
初
年
の
國
彊
擁
護
蓮
動
（
下
）

筑
前
家
來
太
田
豊
能
兄
太
田
光
太
郎
攣
名
太
田
瑞
穂
（
二

十
二
歳
）
、
奥
州
白
河
藩
加
藤
愛
之
助
事
軍
曹
伊
藤
源
助

（
二
十
八
歳
）
、
墾
州
産
宮
輪
田
進
、
越
後
國
兵
居
之
隊
中

五
十
嵐
伊
織
難
名
濟
束
習
作
（
二
十
九
歳
二
久
保
田
藩
澁

谷
内
膳
家
子
金
輪
五
郎
憂
名
佐
藤
武
雄
（
二
十
五
歳
）
、
信
「

州
伊
那
郡
名
古
熊
村
生
元
齋
藤
謙
助
家
來
閣
島
金
一
郎

　
　
　
　
　
　
　
第
二
號
　
　
　
四
三
　
　
（
二
一
二
）


